
一

（
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

消
費
者
契
約
法
及
び
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
消
費
者
契
約
法
の
一
部
改
正

１

意
思
表
示
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
不
当
な
勧
誘
行
為
の
類
型
に
、
消
費
者
が
消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘

を
受
け
て
い
る
場
所
に
お
い
て
、
相
談
を
行
う
た
め
連
絡
す
る
旨
の
意
思
を
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
威
迫
す
る
言
動

を
交
え
て
、
連
絡
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
等
を
追
加
す
る
。

２

無
効
と
す
る
消
費
者
契
約
の
条
項
の
類
型
に
、
事
業
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
を
免
除
す
る
条
項
に
お
い
て
事
業
者

等
の
重
大
な
過
失
を
除
く
過
失
に
よ
る
行
為
に
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
も
の
を
追
加
す
る
。

３

事
業
者
の
努
力
義
務
と
し
て
、
消
費
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
解
除
権
の
行
使
に
関
し
て
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と

及
び
解
約
料
の
算
定
根
拠
の
概
要
を
説
明
す
る
こ
と
、
ま
た
、
適
格
消
費
者
団
体
の
要
請
に
応
じ
て
、
消
費
者
契
約
の
条

項
を
開
示
す
る
こ
と
及
び
解
約
料
の
算
定
根
拠
を
説
明
す
る
こ
と
等
を
規
定
す
る
。



二

二
、
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

共
通
義
務
確
認
訴
訟
の
対
象
と
な
る
損
害
に
、
算
定
の
基
礎
と
な
る
主
要
な
事
実
関
係
が
相
当
多
数
の
消
費
者
に
つ
い

て
共
通
す
る
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
す
慰
謝
料
を
追
加
す
る
。
ま
た
、
被
告
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
、
被
用
者
の
選

任
等
に
つ
い
て
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
相
当
の
注
意
を
怠
っ
た
事
業
監
督
者
等
を
追
加
す
る
。

２

共
通
義
務
確
認
訴
訟
に
お
い
て
、
共
通
義
務
の
存
否
に
か
か
わ
ら
ず
和
解
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

共
通
義
務
確
認
訴
訟
が
係
属
す
る
裁
判
所
は
、
事
業
者
等
に
対
し
て
、
対
象
消
費
者
等
の
氏
名
等
が
記
載
さ
れ
た
文
書

を
開
示
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
簡
易
確
定
手
続
に
お
い
て
、
簡
易
確
定
手
続
申
立
団

体
の
求
め
が
あ
る
場
合
、
事
業
者
等
は
、
知
れ
て
い
る
対
象
消
費
者
等
に
対
し
て
一
定
の
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
。

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
特

定
適
格
消
費
者
団
体
が
行
う
被
害
回
復
関
係
業
務
に
付
随
す
る
事
務
等
の
支
援
業
務
を
行
う
消
費
者
団
体
訴
訟
等
支
援
法

人
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


